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利根保健医療圏の圏域別取組の策定手順（案）について 

【原則】現行（第７次の）圏域別取組を基本として検討することとする。 

 

  ① 第 1回協議会（12月 19日(火)開催）において、第７次取組をベース 

   として項目選択することについての了承を得る。 

    

 

 

  ② 幸手 HCと加須 HCで分担して取組案を作成し、第 2回協議会 

   （令和６年３月頃）開催において委員の御意見を伺う。 

 

  ③ 令和６年度第１回協議会において最終的な承認を得る。 

 

 

【スケジュール】 

 

   令和５年１２月１９日 令和５年度第１回協議会 

              選択項目の了承 

 

 

              幸手ＨＣと加須ＨＣで分担作業。事務局でとりまとめ。 

 

 

   令和６年２月下旬  令和５年度第２回協議会 

       ～３月中旬 第８次圏域別取組素案を提示、意見照会 

 

 

              素案修正 

 

 

   令和６年５月～６月頃 令和６年度第１回協議会 

              書面開催にて最終的な承認を得る 


